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毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則（ ）（職員課）………………………………………

地方公営企業法第 条第 項 規定 基 知事 定 職 関 規則 一部 改正

規則（ ）（〃）……………………………………………………………………………………

鳥取県病院局 勤務 職員 主要 職員 範囲 定 規則 一部 改正 規則

（ ）（〃）………………………………………………………………………………………………

◇鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則

本庁 関 事項（第 条、第 条関係）

（ ） 国民文化祭推進局 廃止 。

（ ） 次 掲 課等 新設 。

企画部協働推進室

生活環境部食 安全推進課

県土整備部河川課

県土整備部治山砂防課

（ ） 次 掲 課 廃止 。

生活環境部県民活動推進課

県土整備部河川砂防課

附属機関 関 事項（第 条関係）

（ ） 次 掲 附属機関 新設 。

鳥取県調理師試験委員

鳥取県公共事業評価委員会

（ ） 附属機関 庶務担当機関 変更 。

鳥取県青少年問題協議会 庶務担当機関 協働推進室（現行 県民活動推進課） 。

鳥取県 処理師調理師試験委員 庶務担当機関 食 安全推進課（現行 県民生活課）

。

地方機関 関 事項

（ ） 次 掲 地方機関 新設 。

障害者体育 ー（新第 条 、新第 条 関係）

中部療育園（第 条関係）

（ ） 次 掲 地方機関 廃止 。

積善学園（第 条、第 条、第 条関係）

大山農地開発局（第 条、第 条、第 条関係）

境港水産物地方卸売市場（第 条、第 条関係）
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（ ） 次 掲 地方機関 再編 。

身体障害者更生相談所 東部、中部及 西部 設置 。（第 条、第 条関係）

知的障害者更生相談所 東部、中部及 西部 設置 。（第 条、第 条関係）

男女共同参画 ー 総務部及 生活環境部 共管（現行 生活環境部所管） 。（第

条 、第 条 関係）

水産事務所 商工労働部及 農林水産部 共管（現行 農林水産部所管） 。（第 条

、第 条 ）

他

内部組織、所掌事務等 所要 規定 整備 行 。

施行期日

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。 、 一部 、同月 日 施行

。

（ ） 鳥取県消防顕彰金条例施行規則等 、組織改正 伴 所要 規定 整備 行 。

鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県行政組織規則 一部 改正 規則

鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下「移動条項等」 。）

対応 同表 改正後 欄中条、項及 号 表示 下線 引 条、項及 号（以下「移動後条項等」 。）

存在 場合 、当該移動条項等 当該移動後条項 、移動条項等 対応 移動後条項等 存在

場合 、当該移動条項等（以下「削除条項等」 。） 削 、移動後条項等 対応 移動条項等 存在

場合 、当該移動後条項等（以下「追加条項等」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条及 号 表示並 削除条項等 除 。以下「改正部分」

。） 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条及 号 表示並 追加条項等 除 。以下「改

正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後

部分 存在 、当該改正後部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改

正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄

表中太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、

改正後表 対応 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。
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改 正 後 改 正 前

目次

第 章～第 章 略

第 章 地方機関

第 節～第 節 略

第 節 福祉保健部 所管 属 機関

第 款～第 款 略

第 款 障害者体育 ー（第 条 ・

第 条 ）

第 款～第 款 略

第 款 削除

第 款～第 款 略

第 節 生活環境部 所管 属 機関

第 款及 第 款 略

第 款 削除

第 款及 第 款 略

第 節 略

第 節 農林水産部 所管 属 機関

第 款～第 款 略

第 款 第 款 削除

第 款 略

第 款 削除

第 款 略

第 款（第 条 第 条）

第 節 略

第 節 総務部及 生活環境部 所管 属

機関（第 条 ・第 条 ）

第 節 商工労働部及 農林水産部 所管 属

機関

第 款 物産観光 ー（第 条 ・第

条 ）

第 款 水産事務所（第 条 第 条 ）

第 節 防災監 所管 属 機関（第 条

・第 条 ）

第 節 略

第 章 略

附則

（部及 局 名称等）

第 条 略

第 条 規定 部 下 置 局 、次

。

目次

第 章～第 章 略

第 章 地方機関

第 節～第 節 略

第 節 福祉保健部 所管 属 機関

第 款～第 款 略

第 款～第 款 略

第 款 盲 児施設（第 条 第 条）

第 款～第 款 略

第 節 生活環境部 所管 属 機関

第 款及 第 款 略

第 款 男女共同参画 ー（第 条

・第 条 ）

第 款及 第 款 略

第 節 略

第 節 農林水産部 所管 属 機関

第 款～第 款 略

第 款及 第 款 削除

第 款 農地開発局（第 条 第 条）

第 款 略

第 款 水産事務所（第 条 第 条）

第 款 略

第 款（第 条・第 条）

第 款 水産物地方卸売市場（第 条・第 条）

第 節 商工労働部及 農林水産部 所管 属

機関（第 条 ・第 条 ）

第 節 略

第 節 防災監 所管 属 機関（第 条

・第 条 ）

第 節 略

第 章 略

附則

（部及 局 名称等）

第 条 略

第 条 規定 部 下 置 局 、次

。
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総務部 人権局

企画部 文化観光局

国民文化祭推進局

農林水産部 水産振興局

略

（局及 課並 内部組織 設置）

第 条 次 表 左欄 掲 部 、当該中欄 掲

局及 課 置 、課 内部組織 当該右欄 掲

係等 置 。

部 局及 課 内部組織
総務部 略

広報課 県政広報係
管財課 管理係・財産係・機械係・

電気係
職員課 人事係・給与係・行政管理

係・福利厚生室
略

市町村振興課 行政係・選挙係・分権推進
室

国際課 企画係・国際交流第一係・
国際交流第二係

電子県庁推進課
略

企画部 企画振興課 総務係・企画員・過疎・中
山間地域振興室

略
文化観
光局

文化振
興課

文化芸術係・企画戦略室

国内交
流推進
室

管理係

観光課 管理係・企画係・観光宣伝
係

景観自
然課

景観 係・公園施設係

国民文化祭推進
局

総務企画係・事業第一係・
事業第二係・事業第三係

福祉保
健部

略
障害福祉課 管理係・身体障害者福祉係

・療育係・精神保健係
略

医務薬事課 医事係・看護係・薬事係
略

生活環
境部

環境政策課 総務係・大気係・水質係・
水道係

略
県民生活課 管理係・衛生指導係・食品

衛生係
県民活動推進課
略

商工労
働部

略
産業開発課 産業支援係・事業振興係・

産学官連携推進室・企業立
地推進室・自然 ー
開発推進室

総務部 人権局

企画部 文化観光局

農林水産部 水産振興局

略

（局及 課並 内部組織 設置）

第 条 次 表 左欄 掲 部 、当該中欄 掲

局及 課 置 、課 内部組織 当該右欄 掲

係等 置 。

部 局及 課 内部組織
総務部 略

広報課
管財課 管理係・財産係・機械係・

電気係・営繕室
職員課 福利厚生室

略
市町村振興課 分権推進室

国際課 地域国際化係・国際交流第
一係・国際交流第二係・旅
券係

電子県庁推進課 総務係
略

企画部 企画振興課 総務係・企画員・過疎・中
山間地域振興室

協働推進室 総務係・企画員
略

文化観
光局

文化振
興課

文化芸術係・企画戦略室

国内交
流推進
室

管理係

観光課 管理係・企画係・観光宣伝
係

景観自
然課

景観 係・公園施設係

福祉保
健部

略
障害福祉課 管理係・施設福祉係・在宅

福祉係・精神保健福祉係
略

医務薬事課 看護係・薬事係
略

生活環
境部

環境政策課 総務係・大気係・水質係・
自然 ー推進室

略
県民生活課 消費生活係

食 安全推進課
略

商工労
働部

略
産業開発課 産業支援係・事業振興係・

産学官連携推進室・企業立
地推進室
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略
農林水
産部

農政課 総務係・普及技術指導室

略
林政課 管理係・企画係・森林環境

係・団体育成係・林業専門
技術員室

略
略

県土整
備部

略
河川砂防課 庶務係・管理係・計画係・

河川係・砂防係・治山係・
利水係

略
空港港湾課 管理係・港湾係・空港整備

係・漁港室
建築課 管理係・ 推進係

・建築指導係・耐震営繕係
・営繕企画室

（部 外 置 課 内部組織 設置）

第 条 第 条第 項 規定 部 外 置

次 表 左欄 掲 課 、内部組織 同表

右欄 定 係 置 。

防災危機管理課 防災係・危機管理係
略

略
農林水
産部

農政課 総務係・企画調整室・普及
技術指導室

略
林政課 管理係・企画係・森林環境

係・経営支援係・林業専門
技術員室

略
略

県土整
備部

略
河川課 水政係・計画係・河川係・

係
治山砂防課 採石係・砂防係・治山係
略

空港港湾課 管理係・港湾係・空港係・
漁港室

建築課 管理係・ 推進係
・建築指導係

（部 外 置 課 内部組織 設置）

第 条 第 条第 項 規定 部 外 置

次 表 左欄 掲 課 、内部組織 同表

右欄 定 係 置 。

防災危機管理課 企画係・防災基盤係
略

（総務部各課 所掌事務）

第 条 総務部各課 所掌事務 、次 。

総務課 略

県民室

（ ）及 （ ） 略

（ ） 県政 対 提案、意見、苦情等 処理 関

。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

広報課 略

管財課

（ ）及 （ ） 略

（ ） 職員宿舎 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 公共建物 企画調整及 事業化 支援 関

。

（ ） 大規模 営繕（障害福祉課 所掌 属

除 。） 関 （施工監理 関 事項

除 。）。

（ ） 建築工事 施工基準（設計単価及 歩掛 含 。）

及 技術 関 。

（ ） 建物 評価 関 。

（総務部各課 所掌事務）

第 条 総務部各課 所掌事務 、次 。

総務課 略

県民室

（ ）及 （ ） 略

（ ） 県 業務 対 苦情 申出・相談 処理 関

。

（ ） 他県政 係 広聴 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

広報課 略

管財課

（ ）及 （ ） 略

（ ） 職員公舎及 職員住宅 関 。

（ ）～（ ） 略

まちづくり

の に く の の

の の により の に かれ

る の の に げる に として の

に める を く
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の

の は のとおりとする

び

に する の に す

ること

び

に すること

の び の に する

こと

な の に するもの

を く に すること に する を

く

の び を む

び に すること

の に すること

の

の は のとおりとする

び

の に する の の に

すること

その に る に すること

び

び に すること
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職員課～国際課 略

電子県庁推進課

（ ） 電子県庁 推進 関 。

（ ） 電子署名 係 県 認証業務 関 。

人権局人権推進課

（ ） 人権施策 推進 関 。

（ ） 人権 関 。

（ ） 男女共同参画 ー 関 （男女共同

参画推進課 共管）。

人権局同和対策課 略

（企画部各局及 課 所掌事務）

第 条 企画部 各局及 課 所掌事務 、次

。

企画振興課 略

協働推進室

（ ） 等 社会参加活動 推進 係 総

合調整 関 。

（ ） 特定非営利活動法人 関 。

（ ） 青少年施策 企画、連絡調整及 推進 関

。

情報政策課～文化観光局景観自然課 略

（福祉保健部各課 所掌事務）

第 条 福祉保健部各課 所掌事務 、次

。

福祉保健課 略

障害福祉課

（ ）～（ ） 略

（ ） 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、

身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、知的障

害者授産施設、身体障害者授産施設、知的障害者通

勤寮、身体障害者療護施設、知的障害児施設、肢体

不自由児施設及 障害者体育 ー 関 。

（ ） 大規模 営繕（知的障害者更生施設（鹿野

園及 鹿野第二 園 限 。）及 肢体不自

由児施設 新築及 増築 限 。） 関

（施工監理 関 事項 除 。）。

長寿社会課～健康対策課 略

（生活環境部各課 所掌事務）

第 条 生活環境部各課 所掌事務 、次

。

環境政策課

職員課～国際課 略

電子県庁推進課

電子県庁 推進 関 。

人権局人権推進課

人権施策 推進 関 。

人権局同和対策課 略

（企画部各局及 課 所掌事務）

第 条 企画部 各局及 課 所掌事務 、次

。

企画振興課 略

情報政策課～文化観光局景観自然課 略

国民文化祭推進局

国民文化祭 開催 関 。

（福祉保健部各課 所掌事務）

第 条 福祉保健部各課 所掌事務 、次

。

福祉保健課 略

障害福祉課

（ ）～（ ） 略

（ ） 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、

身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、知的障

害者授産施設、身体障害者授産施設、知的障害者通

勤寮、身体障害者療護施設、知的障害児施設、盲

児施設及 肢体不自由児施設 関 。

長寿社会課～健康対策課 略

（生活環境部各課 所掌事務）

第 条 生活環境部各課 所掌事務 、次

。

環境政策課
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（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 鉱業権 関 。

（ ） ー対策 関 。

（ ） 新 ー 普及及 推進 関 。

（ ） 略

（ ） 略

環境管理推進課及 循環型社会推進課 略

男女共同参画推進課

（ ）及 （ ） 略

（ ） 男女共同参画 ー 関 （人権局人

権推進課 共管）。

県民生活課

（ ）～（ ） 略

（ ） ー 及 余暇活動 推進 係 総

合調整 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 交通事故相談所及 消費生活 ー 関

。

食 安全推進課

（ ） 食品衛生 関 。

（ ） 調理師、 処理師及 製菓衛生師 身分

及 業務 関 。

（ ） 畜場及 畜 関 。

（ ） 食鳥処理場及 食鳥処理 関 。

（ ） 肥料（分析及 鑑定 除 。）及 農薬 関

。

（ ） 食肉衛生検査所 関 。

（ ） 水道 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 水道 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

環境管理推進課及 循環型社会推進課 略

男女共同参画推進課

（ ）及 （ ） 略

（ ） 男女共同参画 ー 関 。

県民生活課

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 食品衛生 関 。

（ ） 調理師、 処理師及 製菓衛生師 身分

及 業務 関 。

（ ） 畜場及 畜 関 。

（ ） 食鳥処理場及 食鳥処理 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 食肉衛生検査所、交通事故相談所及 消費生活

ー 関 。

県民活動推進課

（ ） 等 社会参加活動 推進 係 総

合調整 関 。

１ ６

７

８

９

１ ２

３

１ ６

７

８

９

１

２

３

４

５

６

７

１ ６

７

８

９

１ ２

３

１ ６

７

８

９

１

10

11

12

13

14

15

16

17

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

に すること

エネルギ に すること

エネルギ の び に すること

び

び

センタ に すること

と

レクリエ ション び の に る

に すること

び センタ に する

こと

の

に すること

ふぐ ふぐ び の

び に すること

と びと に すること

び に すること

び を く び に す

ること

に すること

に すること

に すること

び

び

センタ に すること

に すること

ふぐ ふぐ び の

び に すること

と びと に すること

び に すること

び

センタ に すること

ボランティア の の に る

に すること



平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 338 ３

住宅環境課 略

（商工労働部各課 所掌事務）

第 条 商工労働部 各課 所掌事務 、次

。

経済政策課

（ ）～（ ） 略

（ ） 水産事務所 関 （水産振興局水産課

共管）。

（ ） 略

（ ） 略

経済交流課 略

産業開発課

（ ） 産業 支援 関 。

（ ） 企業 育成 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 共同 研究等 行 大学等、民間及 官庁

連携 関 。

（ ） 略

（ ） 科学技術 振興 関 。

（ ） 略

労働雇用課 略

（農林水産部各課 所掌事務）

第 条 農林水産部各課 所掌事務 、次

。

農政課及 経営支援課 略

団体指導課

（ ） 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同

組合中央会、森林組合、森林組合連合会、水産業協

同組合及 漁業協同組合連合会 育成指導 関

。

（ ）～（ ） 略

生産振興課

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

畜産課 略

耕地課

（ ） 特定非営利活動法人 関 。

（ ） ー 及 余暇活動 推進 係 総

合調整 関 。

（ ） 青少年施策 企画、連絡調整及 推進 関

。

住宅環境課 略

（商工労働部各課 所掌事務）

第 条 商工労働部 各課 所掌事務 、次

。

経済政策課

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

経済交流課 略

産業開発課

（ ） 工業 振興 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 鉱業権 関 。

（ ） ー対策 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 新 ー 普及及 推進 関 。

労働雇用課 略

（農林水産部各課 所掌事務）

第 条 農林水産部各課 所掌事務 、次

。

農政課及 経営支援課 略

団体指導課

（ ） 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同

組合中央会、森林組合及 森林組合連合会 育成指

導 関 。

（ ）～（ ） 略

生産振興課

（ ）～（ ） 略

（ ） 肥料（分析及 鑑定 除 。）及 農薬 関

。

（ ） 略

畜産課 略

耕地課
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（ ）～（ ） 略

林政課及 森林保全課 略

水産振興局水産課

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 水産事務所 関 （経済政策課 共

管）。

（ ） 水産試験場及 栽培漁業 ー 関 。

（ ）～（ ） 略

（県土整備部各課 所掌事務）

第 条 県土整備部各課 所掌事務 、次

。

管理課

（ ）～（ ） 略

（ ） 総務部、福祉保健部及 県土整備部 所掌

土木建築工事 入札 関 。

（ ）～（ ） 略

道路課及 都市計画課 略

河川課

（ ）～（ ） 略

（ ） 農地開発局 関 。

林政課及 森林保全課 略

水産振興局水産課

（ ）～（ ） 略

（ ） 水産業協同組合及 漁業協同組合連合会 育成

指導 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 水産事務所、水産試験場、栽培漁業 ー及

水産物地方卸売市場 関 。

（ ）～（ ） 略

（県土整備部各課 所掌事務）

第 条 県土整備部各課 所掌事務 、次

。

管理課

（ ）～（ ） 略

（ ） 県土整備部 所掌 土木建築工事 入札 関

。

（ ）～（ ） 略

道路課及 都市計画課 略

河川砂防課

（ ） 河川 維持管理及 工事 関 。

（ ） 海岸保全区域 維持管理及 工事（耕地課及

空港港湾課 所掌 属 除 。） 関

。

（ ） 水利 関 。

（ ） 水防 関 。

（ ） 砂利採取法（昭和 年法律第 号） 施行 関

。

（ ） 採石法（昭和 年法律第 号） 施行 関

。

（ ） 公有水面 埋立 （耕地課及 空港港湾課 所

掌 属 除 。） 関 。

（ ） 砂防 関 。

（ ） 地 災害 防止 関 。

（ ） 急傾斜地 崩壊 災害 防止 関 。

（ ） 雪崩 災害 防止 関 。

（ ） 河川総合開発計画 関 。

（ ） 治山事業 関 （森林保全課 所掌 属

除 。）。
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（ ） 公有水面 埋立 （耕地課及 空港港湾課 所

掌 属 除 。） 関 。

（ ） 水防 関 。

（ ） 河川整備基本方針及 河川整備計画 関

。

（ ） 河川 維持管理及 工事 関 。

（ ） 海岸保全区域 維持管理及 工事（耕地課及

空港港湾課 所掌 属 除 。） 関

。

（ ） 水利 関 。

（ ） 河川総合開発計画 関 。

治山砂防課

（ ） 砂利採取法（昭和 年法律第 号） 施行 関

。

（ ） 採石法（昭和 年法律第 号） 施行 関

。

（ ） 砂防 関 。

（ ） 地 災害 防止 関 。

（ ） 急傾斜地 崩壊 災害 防止 関 。

（ ） 雪崩 災害 防止 関 。

（ ） 治山事業 関 （他課 所掌 属

除 。）。

旧中部 予定地域振興課及 空港港湾課 略

建築課

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（内部組織 所掌事務）

第 条 略

略

（職制）

第 条 略

部、局及 課 長 職務 補佐 、 者 事故

場合 、 職務 代行 、必要

認 、部 次長 、課 課長補佐 置

。

前項 職員 名以上置 場合

職員 分担事務 、次長 場合 当

該部 長 、課長補佐 場合 当該課 長 、

旧中部 予定地域振興課及 空港港湾課 略

建築課

（ ）～（ ） 略

（ ） 公共建物 企画調整及 事業化 支援 関

。

（ ） 県有建物 営繕 関 。

（ ） 建築工事 施工基準（設計単価及 歩掛 含 。）

及 技術 関 。

（ ） 建物 評価 関 。

（ ） 略

（内部組織 所掌事務）

第 条 略

略

局 課 置 場合 局 内部組織 所掌事務 、

局 長 定 、主管部長及 知事 報告

。 場合 、前項 規定 準用 。

（職制）

第 条 略

部、局及 課 長 職務 補佐 、 者 事故

場合 、 職務 代行 、必要

認 、部 次長 、局 次長及 局長補佐

、課 課長補佐 置 。

前項 職員 名以上置 場合

職員 分担事務 、次長 場合 当

該部又 局 長 、局長補佐 場合 当該局

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

５

６

７

１ ５

６
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３ ２

１ ５
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２

３ ２
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の び び
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こと

に すること

に すること

の に

すること

の に す

ること

に すること

すべりによる の に すること

の による の に すること

による の に すること

に すること の に するも

のを く

ダム び

の

び の の を し その に が

ある は その を させるため がある

と めるときは に を に を くこ

とができる

のそれぞれの を く における

それらの の は の にあっては

の が の にあっては の が

ダム び

の び の に する

こと

の に すること

の び を む

び に すること

の に すること

の

に を かない の の の は

の が め び に しなければな

らない この においては の を する

び の の を し その に が

ある は その を させるため がある

と めるときは に を に び

を に を くことができる

のそれぞれの を く における

それらの の は の にあっては

は の が の にあっては
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それぞれ めるものとする

び

の が の にあっては の が そ

れぞれ めるものとする

び

を かない の にその を き その

に する を する

の に わらず に を かない の

の の については の が めるものと

する

の する び

の の に づく

として かれたものは の の に げるとお

りであり する は それぞれ に げ

るとおりであり その は それぞれ に

げる においてつかさどる

する

び の
による び

につ
いての びに
に する は に
する

の に
よる の

び に する
の

の び
に に する に
する

び

の び の
に する に する

の に
よる の はその

に する の
び の の に

し な の に す
る

の による
に する

の する び

の の に づく

として かれたものは の の に げるとお

りであり する は それぞれ に げ

るとおりであり その は それぞれ に

げる においてつかさどる

する

び の
による び

につ
いての びに
に する は に
する

び

の び の
に する に する

の に
よる の はその

に する の
び の の に

し な の に す
る

定 。

及 略

略

略

（事務分担）

第 条 略

長 、課長補佐 場合 当該課 長 、

定 。

及 略

課 置 局 内部組織 長 置 、 内

部組織 属 事務 処理 。

略

略

（事務分担）

第 条 略

前項 規定 関 、局 課 置 場合 局

職員 分担事務 、局 長 定

。

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附属機関 担任 事務
庶務担当
機関

略
鳥取県総合
開発審議会

鳥取県総合開発審議会条例
（昭和 年鳥取県条例第
号）第 条及 第 条 規
定 総合開発計画及
特定地域総合開発計画

調査審議並 知事
対 報告又 勧告 関
事務

企画振興課

鳥取県青少
年問題協議
会

鳥取県青少年問題協議会設
置条例（昭和 年鳥取県条
例第 号）第 条 規定

青少年 指導、育成、
保護及 矯正 関 総合
的施策 調査審議、関係行
政機関相互 連絡調整並
知事 対 意見具申

関 事務

協働推進室

略
略 健康対策課

鳥取県東部
感染症審査
協議会、鳥
取県中部感
染症審査協
議会及 鳥
取県西部感
染症審査協
議会

感染症 予防及 感染症
患者 対 医療 関
法律（平成 年法律第
号）第 条第 項 規定

感染症 患者又
保護者 対 入院 勧告
及 入院 期間 延長 関
必要 事項 審議 関
事務

鳥取県調理
師試験委員

鳥取県調理師試験委員条例
（平成 年鳥取県条例第
号）第 条 規定 調
理師試験 関 事務

（附属機関 名称、担任 事務及 庶務担当機関）

第 条 法第 条 第 項 規定 基 、附属機

関 置 、次 表 左欄 掲

、担任 事務 、 当該中欄 掲

、 庶務 、 当該右欄 掲

機関 。

附属機関 担任 事務
庶務担当
機関

略
鳥取県総合
開発審議会

鳥取県総合開発審議会条例
（昭和 年鳥取県条例第
号）第 条及 第 条 規
定 総合開発計画及
特定地域総合開発計画

調査審議並 知事
対 報告又 勧告 関
事務

企画振興課

略
略 健康対策課

鳥取県東部
感染症審査
協議会、鳥
取県中部感
染症審査協
議会及 鳥
取県西部感
染症審査協
議会

感染症 予防及 感染症
患者 対 医療 関
法律（平成 年法律第
号）第 条第 項 規定

感染症 患者又
保護者 対 入院 勧告
及 入院 期間 延長 関
必要 事項 審議 関
事務

４ ５

６

７
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鳥取県環境
審議会

環境基本法（平成 年法律
第 号）第 条第 項 規
定 環境 保全 関
基本的事項 調査審議等
関 事務並 自然環

境保全法（昭和 年法律第
号）第 条第 項 規定

鳥獣 保護及 狩猟
適正化 関 法律（平

成 年法律第 号）及 温
泉法（昭和 年法律第
号） 規定 権限
属 事項 調査

審議並 自然環境 保全
関 重要事項 調査審

議 関 事務

環境政策課

略
鳥取県消費
生活審議会

消費生活 安定及 向上
関 条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）第 条 規
定 県民 消費生活
関 重要事項 調査審議
及 県民 消費生活 関
事項 関 知事 対
意見 具申 関 事

務

県民生活課

鳥取県交通
安全対策会
議

交通安全対策基本法（昭和
年法律第 号）第 条

第 項 規定 交通安
全計画 作成及 実施
推進、陸上交通 安全

関 総合的 施策 企画
関 審議及 施策
実施 推進並 陸上交

通 安全 関 総合的
施策 実施 係 関係行政
機関等相互間 連絡調整
関 事務

鳥取県生活
衛生営業審
議会

鳥取県生活衛生営業審議会
条例（平成 年鳥取県条例
第 号）第 条 規定
生活衛生関係営業 運営
適正化及 振興 関

法律（昭和 年法律第
号） 施行 関 重要事
項及 公衆浴場入浴料金
統制額 指定 関 必要
事項 調査審議 関 事
務

鳥取県 ー
師試

験委員

鳥取県 ー 師試験
委員条例（昭和 年鳥取県
条例第 号）第 条 規定

ー 師試験
関 事務

鳥取県
処理師調理
師試験委員

鳥取県 処理師調理師試
験委員条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）第 条 規
定 処理師試験及

調理師試験 関
事務

食 安全推
進課

鳥取県環境
審議会

環境基本法（平成 年法律
第 号）第 条第 項 規
定 環境 保全 関
基本的事項 調査審議等
関 事務並 自然環

境保全法（昭和 年法律第
号）第 条第 項 規定

鳥獣保護及狩猟 関
法律（大正 年法律第

号）及 温泉法（昭和
年法律第 号） 規定

権限 属
事項 調査審議並 自

然環境 保全 関 重要
事項 調査審議 関 事
務

環境政策課

略
鳥取県消費
生活審議会

消費生活 安定及 向上
関 条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）第 条 規
定 県民 消費生活
関 重要事項 調査審議
及 県民 消費生活 関
事項 関 知事 対
意見 具申 関 事

務

県民生活課

鳥取県交通
安全対策会
議

交通安全対策基本法（昭和
年法律第 号）第 条

第 項 規定 交通安
全計画 作成及 実施
推進、陸上交通 安全

関 総合的 施策 企画
関 審議及 施策
実施 推進並 陸上交

通 安全 関 総合的
施策 実施 係 関係行政
機関等相互間 連絡調整
関 事務

鳥取県生活
衛生営業審
議会

鳥取県生活衛生営業審議会
条例（平成 年鳥取県条例
第 号）第 条 規定
生活衛生関係営業 運営
適正化及 振興 関

法律（昭和 年法律第
号） 施行 関 重要事
項及 公衆浴場入浴料金
統制額 指定 関 必要
事項 調査審議 関 事
務

鳥取県 ー
師試

験委員

鳥取県 ー 師試験
委員条例（昭和 年鳥取県
条例第 号）第 条 規定

ー 師試験
関 事務

鳥取県
処理師調理
師試験委員

鳥取県 処理師調理師試
験委員条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）第 条 規
定 処理師試験及

調理師試験 関
事務
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鳥取県青少
年問題協議
会

鳥取県青少年問題協議会設
置条例（昭和 年鳥取県条
例第 号）第 条 規定

青少年 指導、育成、
保護及 矯正 関 総合
的施策 調査審議、関係行
政機関相互 連絡調整並
知事 対 意見具申

関 事務

県民活動推
進課

略
略 管理課

鳥取県土地
収用事業認
定審議会

土地収用法（昭和 年法律
第 号）第 条 第
項 規定 同法 規定

権限 属
事項 調査審議 関

事務

略

（内部組織）

第 条 大阪事務所 商工観光課及 農産流通課 置 。

略
略 管理課

鳥取県土地
収用事業認
定審議会

土地収用法（昭和 年法律
第 号）第 条 第
項 規定 同法 規定

権限 属
事項 調査審議 関

事務
鳥取県公共
事業評価委
員会

鳥取県公共事業評価委員会
条例（平成 年鳥取県条例
第 号）第 条 規定
実施中 公共事業 評価、
公共工事 費用 縮減、公
共工事 環境配慮物
品 使用 他 環境
配慮及 他公共事業
関 客観的 評価又 検討
必要 認

事項 調査審議
関 事務

略

（内部組織）

第 条 大阪事務所 商工観光課及 市場調査課 置 。

（内部組織及 所掌事務）

第 条 日野総合事務所 次 表 左欄 掲 局

置 、局 事務 分掌 、 同表

中欄 掲 課及 農業改良普及所 置 、

同表 右欄 掲 係 置 。

略
農林局 略

林業振興課 林政係・振興係・林道係

略

各課 所掌事務 、次 。

県民局総務課 略

県民局県民課

（ ） 県政 対 提案、意見、苦情等 処理 関

。

（ ） 日野郡民 行政参画 推進 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 商工業 振興及 中小企業 各種相談 関

。

（ ） 観光 振興 関 。

（ ）及 （ ） 略

（内部組織及 所掌事務）

第 条 日野総合事務所 次 表 左欄 掲 局

置 、局 事務 分掌 、 同表

中欄 掲 課及 農業改良普及所 置 、

同表 右欄 掲 係 置 。

略
農林局 略

林業振興課 林政係・普及係・林産振
興係・林道係

略

各課 所掌事務 、次 。

県民局総務課 略

県民局県民課

（ ） 県 業務 対 苦情 申出及 相談 処理

関 。

（ ） 県政 広聴 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 中小企業 各種相談 関 。

（ ） 観光 関 情報 収集及 提供 関 。

（ ）及 （ ） 略
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福祉保健局福祉総務課～県土整備局河川砂防課 略

（内部組織及 所掌事務）

第 条 次 表 左欄 掲 県民局 、

当該右欄 掲 課 置 。

鳥取県中部県民局 県民課・振興課
略

各課 所掌事務 、次 。

県民課

（ ） 略

（ ） 県政 対 提案、意見、苦情等 処理 関

。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 市町村 連絡調整 関 （西部県民局

限 。）。

（ ） 過疎・中山間地域 振興 関 （西部県

民局 限 。）。

（ ） 旅券 発給 関 （中部県民局 限 。）。

（ ） 商工業 振興及 中小企業 各種相談 関

（中部県民局 限 。）。

（ ） 略

（ ） 略

振興課

（ ） 市町村 連絡調整 関 。

（ ） 観光 振興 関 。

（ ） 過疎・中山間地域 振興 関 。

（ ） 他中部地域 振興 関 。

観光国際課及 商工労働課 略

（所掌事務）

第 条 福祉相談 ー 、児童及 要保護女子

福祉並 配偶者 暴力 防止及 被害者 保

護 関 相談 総合企画及 連絡調整 行

事務 所掌 。

（内部組織）

第 条 福祉相談 ー 総務課、相談課、判定

課及 一時保護課 置 。

（名称、位置及 所管区域）

第 条 鳥取県身体障害者更生相談所設置条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条 規定 設置

身体障害者更生相談所 名称、位置及 所管区域 、

次 。

福祉保健局福祉総務課～県土整備局河川砂防課 略

（内部組織及 所掌事務）

第 条 次 表 左欄 掲 県民局 、

当該右欄 掲 課 置 。

鳥取県中部県民局 県民課
略

各課 所掌事務 、次 。

県民課

（ ） 略

（ ） 県 業務 対 苦情 申出・相談 処理 関

。

（ ） 県政 広聴 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 市町村 連絡調整 関 。

（ ） 過疎・中山間地域 振興 関 。

（ ） 中小企業 各種相談 関 （中部県民局

限 。）。

（ ） 観光 振興 関 （中部県民局 限 。）。

（ ） 略

（ ） 略

観光国際課及 商工労働課 略

（所掌事務）

第 条 福祉相談 ー 、身体障害者、知的障

害者、児童及 要保護女子 福祉並 配偶者

暴力 防止及 被害者 保護 関 相談

総合企画及 連絡調整 行 事務 所掌 。

（内部組織）

第 条 福祉相談 ー 総務課、相談課、障害

福祉課、判定課及 一時保護課 置 。

（名称、位置及 所管区域）

第 条 鳥取県身体障害者更生相談所設置条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条 規定 設置

身体障害者更生相談所 名称、位置及 所管区域 、

次 。
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名称 位置 所管区域
鳥取県東部身体障害者更生相
談所

鳥取市 鳥取市、岩
美郡、八頭
郡及 気高
郡

鳥取県中部身体障害者更生相
談所

倉吉市 倉吉市及
東伯郡

鳥取県西部身体障害者更生相
談所

米子市 米子市、境
港市、西伯
郡及 日野
郡

（名称、位置及 所管区域）

第 条 鳥取県知的障害者更生相談所設置条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条 規定 設置

知的障害者更生相談所 名称、位置及 所管区域 、

次 。

名称 位置 所管区域
鳥取県東部知的障害者更生相
談所

鳥取市 鳥取市、岩
美郡、八頭
郡及 気高
郡

鳥取県中部知的障害者更生相
談所

倉吉市 倉吉市及
東伯郡

鳥取県西部知的障害者更生相
談所

米子市 米子市、境
港市、西伯
郡及 日野
郡

（所掌事務）

第 条 知的障害者更生相談所 、知的障害者 相談

応 、 医学的、心理学的及 職能的判定 行 、

並 付随 必要 指導等 行 事務 所

掌 。

（所掌事務）

第 条 略

第 款 障害者体育 ー

（名称及 位置）

第 条 鳥取県立障害者体育 ー 設置及 管

理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号）第 条

規定 設置 障害者体育 ー 名称及

位置 、次 。

名称 位置
鳥取県立障害者体育 ー 鳥取市

名称 位置 所管区域
鳥取県身体障害者更生相談所 鳥取市 鳥取県 区

域

（名称、位置及 所管区域）

第 条 鳥取県知的障害者更生相談所設置条例（平成

年鳥取県条例第 号）第 条 規定 設置

知的障害者更生相談所 名称、位置及 所管区域 、

次 。

名称 位置 所管区域
鳥取県知的障害者更生相談所 鳥取市 鳥取県 区

域

（所掌事務）

第 条 知的障害者更生相談所 、知的障害者 福祉

関 主 次 事務 所掌 。

（ ） 知的障害者 関 問題 、家庭 他

相談 応 。

（ ） 歳以上 知的障害者 医学的、心理学的及

職能的判定 行 、並 付随 必要 指

導 行 。

（所掌事務）

第 条 略
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第 節 福祉保健部 所管 属 機関

第 款～第 款 略

第 款 盲 児施設

（名称及 位置）

第 条 社会福祉施設設置条例第 条 規定 設置

盲 児施設 名称及 位置 、次

。

名称 位置
鳥取県立積善学園 岩美郡国府町

（所掌事務）

第 条 盲 児施設 、盲児（強度 弱視児 含 。）

又 児（強度 難聴児 含 。） 入所

保護 、独立自活 必要 指導又 援

助 与 事務 所掌 。

（内部組織）

第 条 盲 児施設 庶務係及 養護部 置 。

（名称及 位置）

第 条 社会福祉施設設置条例第 条 規定 設置

肢体不自由児施設 名称及 位置 、次

。

名称 位置
略

鳥取県立鳥取療育園 鳥取市

（内部組織）

第 条 皆生小児療育 ー 事務部、医務部、看護

部及 生活指導部 置 、事務部 庶務係及 監理係

置 。

（内部組織及 所掌事務）

第 条 略

各課 所掌事務 、次 。 、保

健予防課及 生活環境課 所掌事務 、支所 所管区

域 係 事務 除 、総務福祉課、福祉総

務課及 保健衛生課 所掌事務 、支所 所管区域

係 事務 限 。

保健予防課 略

生活環境課

（所掌事務）

第 条 障害者体育 ー 、障害者 体育活動

等 推進 事務 所掌 。

第 節 福祉保健部 所管 属 機関

第 款～第 款 略

第 款 削除

第 条 第 条 削除

（名称及 位置）

第 条 社会福祉施設設置条例第 条 規定 設置

肢体不自由児施設 名称及 位置 、次

。

名称 位置
略

鳥取県立鳥取療育園 鳥取市
鳥取県立中部療育園 倉吉市

（内部組織）

第 条 皆生小児療育 ー 事務部、医務部、看護

部、生活指導部及 通園指導部 置 、事務部 庶務

係及 監理係 置 。

（内部組織及 所掌事務）

第 条 略

各課 所掌事務 、次 。 、保

健予防課及 生活環境課 所掌事務 、支所 所管区

域 係 事務 除 、総務福祉課、福祉総

務課及 保健衛生課 所掌事務 、支所 所管区域

係 事務 限 。

保健予防課 略

生活環境課
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（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

総務福祉課及 福祉総務課 略

保健衛生課

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

総務福祉課、福祉総務課及 保健衛生課 略

第 款 男女共同参画 ー

（名称及 位置）

第 条 鳥取県立倉吉未来中心 設置等 関 条

例第 条 規定 設置 男女共同参画 ー

名称及 位置 、次 。

名称 位置
鳥取県男女共同参画 ー 倉吉市

（所掌事務）

第 条 男女共同参画 ー 、男女共同参画社

会 実現 、次 掲 事務 所掌 。

（ ） 男女共同参画社会 形成 関 情報 収集及

提供 関 。

（ ） 男女共同参画社会 形成 関 講習会 開催

及 指導者 育成 関 。

（ ） 男女共同参画社会 実現 目的 団体及

個人 対 活動拠点 提供並 相互

交流及 連携 関 。

（ ） 性別 差別的 取扱 他男女共同参画

社会 形成 阻害 要因 問題 係

相談 関 。

（ ） 前 号 掲 、男女共同参画社会

実現 必要 業務 関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 肥料（分析及 鑑定 除 。）及 農薬 関

。

（ ） 略

（ ） 動物 愛護及 管理 関 。

（ ） 略

（ ） 自然環境 保護 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

総務福祉課及 福祉総務課 略

保健衛生課

（ ）～（ ） 略

（ ） 肥料（分析及 鑑定 除 。）及 農薬 関

。

（ ） 略

（ ） 動物 愛護及 管理 関 。

（ ） 略

（ ） 自然環境 保護 関 。

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

総務福祉課、福祉総務課及 保健衛生課 略
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（内部組織）

第 条 産業技術 ー 総務課、企画調整室、技術

開発部及 応用技術部 置 、部 事務 分掌

、技術開発部 応用電子科、材料開発科及 産業

科 、応用技術部 調整支援科、生産技術科、

食品技術科及 応用生物科 置 。

（内部組織及 所掌事務）

第 条 次 表 左欄 掲 地方農林振興局 、

中欄 掲 課及 農業改良普及所 置 、

課 事務 所掌 、 当該右欄 掲

係 置 。

鳥取県鳥
取地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・普及係・林産振

興係・林道係
鳥取県八
頭地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・普及係・林産振

興係・林道係
鳥取県倉
吉地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・普及係・林産振

興係・林道係
鳥取県米
子地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・普及振興係・林

道係
略

第 節 農林水産部 所管 属 機関

第 款及 第 款 削除

第 条 第 条 削除

第 款 農地開発局

（設置）

第 条 農地開発局 次 置 。

名称 位置
鳥取県大山農地開発局 米子市

（所掌事務）

第 条 農地開発局 、大山山 地域 次

掲 土地改良事務 所掌 。

（ ） 総合農地開発事業 関 。

（ ） 畑地帯総合土地改良事業 関 。

（ ） 下蚊屋地区 場整備事業 関 。

（内部組織）

第 条 農地開発局 開発調査係及 事業推進係 置

。

第 款 水産事務所

（内部組織）

第 条 産業技術 ー 総務課、研究企画部、機械

素材研究所及 食品開発研究所 置 、部及 研究所

事務 分掌 、研究企画部 企画室及 技

術開発室 、技術開発室 応用電子科、有機材料科及

産業 科 、機械素材研究所 生産

科、無機材料科 、食品開発研究所 食品技術科及

応用生物科 置 。

（内部組織及 所掌事務）

第 条 次 表 左欄 掲 地方農林振興局 、

中欄 掲 課及 農業改良普及所 置 、

課 事務 所掌 、 当該右欄 掲

係 置 。

鳥取県鳥
取地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・振興係・林道係

鳥取県八
頭地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・振興係・林道係

鳥取県倉
吉地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・振興係・林道係

鳥取県米
子地方農
林振興局

略
林業振興課 林政係・振興係・林道係

略

第 節 農林水産部 所管 属 機関

第 款 第 款 削除

第 条 第 条 削除

第 款 削除

96

107

12 13

136 139

14

140

141

142

16

96

107

12 14

136 142
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び
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 33 19３

（名称、位置及 所管区域）

第 条 鳥取県水産事務所設置条例（平成 年鳥

取県条例第 号）第 条 規定 設置 水産

事務所 名称、位置及 所管区域 、次

。

名称 位置 所管区域
鳥取県境港水産事
務所

境港市 米子市、境港市及 西
伯郡

（所掌事務）

第 条 水産事務所 、水産業 振興 図 、次

各号 掲 事務 所掌 。

（ ） 漁業取締 関 。

（ ） 漁船及 小型船舶 関 。

（ ） 漁港 他漁業用施設 関 。

（ ） 水産物 流通 関 。

（ ） 他水産業 振興 関 。

（内部組織）

第 条 水産事務所 管理係及 業務係 置 。

（所掌事務）

第 条 水産試験場 、次 各号 掲 水産業 係

試験研究、調査等 事務 所掌 。

（ ） 略

（ ） 水産動植物 増殖及 養殖 試験研究

及 調査 関 。

（ ） 略

（内部組織）

第 条 水産試験場 、総務課、海洋漁業部及 栽培

漁業部 置 、部 事務 分掌 、海洋漁業

部 漁場開発科、海洋資源科及 試験船第 鳥取丸

、栽培漁業部 健苗育成科、増殖環境科及 試験船

第 鳥取丸 置 。

第 款 栽培漁業 ー

（設置）

第 条 略

（所掌事務）

第 条 栽培漁業 ー 、栽培漁業 係 次 各

号 掲 事務 所掌 。

（ ） 水産動植物 種苗 生産 関 。

（ ） 水産動植物 種苗 放流及 配付 関 。

（ ） 他栽培漁業 促進 関 。

第 条及 第 条 削除

（所掌事務）

第 条 水産試験場 、次 掲 水産業 係 試験

研究、調査等 事務 所掌 。

（ ） 略

（ ） 略

（内部組織）

第 条 水産試験場 、総務課、漁場開発科、海洋資

源科及 試験船第 鳥取丸 置 。

第 款 栽培漁業 ー

（設置）

第 条 略

（所掌事務）

第 条 栽培漁業 ー 、沿岸漁業 係 次 掲

事務 所掌 。

（ ） 水産動植物 増殖及 養殖 試験研究

及 調査 関 。

（ ） 他沿岸漁業 促進 関 。

び
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る

び

は の を るため

の に げる を する

に すること
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を き の を させるため

に び
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センタ

センタ は に る の

に げる を する

の の に すること

の の び に すること
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 3320 ３

第 款 水産物地方卸売市場

（名称及 位置）

第 条 鳥取県営境港水産物地方卸売市場 設置等

関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）第 条 規

定 設置 水産物地方卸売市場 名称及 位

置 、次 。

名称 位置
鳥取県営境港水産物地方卸売市
場

境港市

（所掌事務）

第 条 水産物地方卸売市場 、水産物 卸売等 業

務 行 事務 所掌 。

第 節 商工労働部及 農林水産部

所管 属 機関

（物産観光 ー 設置）

第 条 物産観光 ー 次 置 。

名称 位置
鳥取県物産観光 ー 鳥取市

（物産観光 ー 所掌事務）

第 条 物産観光 ー 、物産 紹介、宣伝

及 展示並 観光 紹介及 宣伝 関 事務 所

掌 。

（内部組織）

第 条 栽培漁業 ー 、総務課、生産技術

科、増殖技術科及 試験船第 鳥取丸 置 。

第 条及 第 条 削除

（内部組織）

第 条 略

第 節 総務部及 生活環境部 所管 属

機関

（名称及 位置）

第 条 鳥取県立倉吉未来中心 設置等 関

条例第 条 規定 設置 男女共同参画

ー 名称及 位置 、次 。

名称 位置
鳥取県男女共同参画 ー 倉吉市

（所掌事務）

第 条 男女共同参画 ー 、男女共同参画

社会 実現 、次 掲 事務 所掌 。

（内部組織）

第 条 略

19

153

39 19

154

154

154

152

153 154

156 17

156 18

156 19

156 17
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 33 21３

（ ） 男女共同参画社会 形成 関 情報 収集及

提供 関 。

（ ） 男女共同参画社会 形成 関 講習会 開催

及 指導者 育成 関 。

（ ） 男女共同参画社会 実現 目的 団体及

個人 対 活動拠点 提供並 相互

交流及 連携 関 。

（ ） 性別 差別的 取扱 他男女共同参画

社会 形成 阻害 要因 問題 係

相談 関 。

（ ） 前各号 掲 、男女共同参画社会

実現 必要 業務 関 。

第 節 商工労働部及 農林水産部 所管

属 機関

第 款 物産観光 ー

（物産観光 ー 設置）

第 条 物産観光 ー 次 置 。

名称 位置
鳥取県物産観光 ー 鳥取市

（物産観光 ー 所掌事務）

第 条 物産観光 ー 、物産 紹介、宣伝

及 展示並 観光 紹介及 宣伝 関 事務 所

掌 。

第 款 水産事務所

（名称、位置及 所管区域）

第 条 鳥取県水産事務所設置条例（平成 年鳥

取県条例第 号）第 条 規定 設置 水産

事務所 名称、位置及 所管区域 、次

。

名称 位置 所管区域
鳥取県境港水産事
務所

境港市 米子市、境港市及 西
伯郡

（所掌事務）

第 条 水産事務所 、水産業 振興 図 、

次 掲 事務 所掌 。

（ ） 漁業取締 関 。

（ ） 漁船及 小型船舶 関 。

（ ） 漁港 他漁業用施設 関 。

（ ） 水産物 流通 関 。

（ ） 境港水産物地方卸売市場 関 。

（ ） 他水産業 振興 関 。

（内部組織）
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 3322 ３

第 条 水産事務所 管理係及 業務係 置 。

第 節 防災監 所管 属 機関

（設置）

第 条 略

（所掌事務）

第 条 略

第 節 防災監 所管 属 機関

（設置）

第 条 略

（所掌事務）

第 条 略

規則名 条項 改正前 改正後

鳥取県消防顕彰金条例施行

規則（昭和 年鳥取県規則

第 号）

第 条第 項 河川砂防課長 河川課長

現業職員 給与 関 規

則（昭和 年鳥取県規則第

号）

別表
喜多原学園

皆 成 学 園

積 善 学 園

喜多原学園

皆 成 学 園

鳥取療育園 鳥取療育園

中部療育園

鳥取県特定非営利活動促進

法施行細則（平成 年鳥取

県規則第 号）

第 条第 項

第 号

生活環境部県民活動推進課 企画部協働推進室

鳥取県河川工事負担金等徴

収吏員規則（平成 年鳥取

県規則第 号）

第 条第 号 県土整備部河川砂防課 県土整備部河川課

156 24

156 25

156 26

156 18

156 19

44

20

32

46

10

44
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の

の
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９ ９

６ ３

１ ２

７ ２

１

５

２ １

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。 、第 条 改正（鳥取県環境審議会 項 改正 限 。）

、同月 日 施行 。

（鳥取県消防顕彰金条例施行規則等 一部改正）

次 表 規則名 欄 掲 規則 同表 条項 欄 掲 規定中同表 改正前 掲 字句 同

表 改正後 欄 掲 字句 改 。

地方公営企業法第 条第 項 規定 基 知事 定 職 関 規則 一部 改正 規則 公布

。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

地方公営企業法第 条第 項 規定 基 知事 定 職 関 規則 一部 改正 規則
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する

の に づき が める に する の を する

15 18

16

39

15 31

39

鳥取県規則第 号14



平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 33 23３

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 規定 基 、知事 定 職 、次 各号 掲

区分 応 、 当該各号 掲 職 。

（ ） 企業局

本局

（ ）～（ ） 略

（ ） 室長

（ ） 略

（ ） 略

略

（ ） 病院局

～ 略

副室長（医療安全対策室 副室長 限 。）

地方公営企業法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 規定 基 、知事 定 職 、次 各号 掲

区分 応 、 当該各号 掲 職 。

（ ） 企業局

本局

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

（ ） 略

略

（ ） 病院局

～ 略

27 292 39 27 292 39２
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る に じ それぞれ に げる とする

ア
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イ

ア ケ

地方公営企業法第 条第 項 規定 基 知事 定 職 関 規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一

部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号 細目 表示 下線 引 号 細目（以下「移動号細目」 。） 対応

同表 改正後 欄中号 細目 表示 下線 引 号 細目（以下「移動後号細目」 。） 存在 場

合 、当該移動号細目 当該移動後号細目 、移動後号細目 対応 移動号細目 存在 場合 、

当該移動後号細目 加 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県病院局 勤務 職員 主要 職員 範囲 定 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県病院局 勤務 職員 主要 職員 範囲 定 規則 一部 改正 規則

鳥取県病院局 勤務 職員 主要 職員 範囲 定 規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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平成 年 月 日 月曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 31 3324 ３

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 書 規定 主要 職員 範囲 、局長、課長

（病院局総務課長 限 。）、院長、副院長、部長、次長

、室長（中央放射線室、中央検査室及 医療安全対策室

室長 限 。）及 副室長（医療安全対策室 副室長

限 。） 職 占 職員 。

地方公営企業法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 書 規定 主要 職員 範囲 、局長、課長
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職 占 職員 。
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